
１ 施 設 の 名 称 徳島県立南部防災館

２ 指 定 管 理 者 海部郡海陽町大里字上中須１２８番地

海陽町

３ 指 定 の 期 間 平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第２４号

徳島県立南部防災館の指定管理者の指定について

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成２４年１１月２６日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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